
募集要項  

青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会（仮称）事務局嘱託員 募集要項 

 
 
 次のとおり嘱託員を募集する。 

 

１ 採用職種及び職務内容等 

 

（１）採用する職の区分とその主な業務内容  

担当業務 業務内容 

①青森県立美術館パフォーミングアーツ

推進制作業務担当 

当実行委員会において、舞台芸術総監督の

アシスタントとして、青森県立美術館パフォー

ミングアーツ部門で担当する事業（演劇・ダン

ス・音楽・映像等）の制作業務や公演開催の

ための業務に従事していただきます。 

②青森県立美術館パフォーミングアーツ

推進制作補助業務担当 

青森県立美術館パフォーミングアーツ部門で

担当する事業（演劇・ダンス・音楽・映像等）

の制作や公演開催のための補助業務に従事

していただきます。 

 

（２）報 酬 

①日額 9,000 円 

○ 通勤手当等の諸手当制度はありません。健康保険制度・雇用保険制度は加入します。 

②日額 6,250 円 

   ○ 通勤手当等の諸手当制度及び健康保険制度はありません。雇用保険制度は加入します。 

 

（３）勤務場所 

   ○ 青森県立美術館   〒038-0021 青森市大字安田字近野１８５ 

   ○ 業務の必要により、県内外へ出張する場合がある 

（この場合、県の一般職員の例に準じ別途、旅費支給）。 

 

（４）勤務時間等 

 

 （ア）１週当たりの勤務日数及び１日当たりの勤務時間数 

①週 5 日勤務 

１日 8 時間・１週当たりの勤務時間は 40 時間 

○ 土・日曜日及び祝日の勤務がある。具体的には、業務の必要性及び御本人の都合等を総合的に

勘案して月毎に、あらかじめ勤務日等を決定する。 

   ②週 4 日勤務 

     1 日 7．5 時間・1 週当たりの勤務時間は 30 時間 

○ 土・日曜日及び祝日の勤務がある。具体的には、業務の必要性及び御本人の都合等を総合的に

勘案して月毎に、あらかじめ勤務日等を決定する。 

 

 

 （イ） 休暇制度は次のとおり（予定）。 

○ 有給休暇    労働基準法準拠 



○ 夏季休暇    １日／年（夏季） 

○ 服忌休暇   一般職の青森県職員の例に準ずる。 

 

（５）委嘱期間 

   採用の日から１年以内   勤務成績が良好な者は委嘱期間更新可能 

 

２ 採用予定人員  ①1 名 

               ②1 名 

 

３ 採用予定時期  平成 20 年４月１日 

 

４ 応募資格 

    応募には、次の（１）及び（２）の両方の要件を満たす必要がある。 

 

（１）年齢要件 

    高等学校卒業以上の方、および平成 20 年 3 月に高等学校を卒業予定の方 

 

（２）資格要件 

パフォーミングアーツ（演劇・ダンス・音楽・映像）に興味のある方 

 

 

（３）次のいずれかに該当する方は応募できない。 

○ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

○ 青森県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

○ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

５ 応募の手続 

    応募に当たっては、下記（３）の書類を所定の期日までに提出のこと。 

 

（１）応募先（問合先） 

    青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会（仮称）事務局（青森県立美術館内） 

  〒038-0021 青森市安田字近野１８５ 

電 話 017-783-5243  Ｆａｘ 017-783-5244 

○ 郵送する場合は、封筒の表に「青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会（仮称）事

務局嘱託員応募」と朱書きのこと。 

 

（２）受付期間 

   （ア） 平成 20 年３月１2 日（水）必着のこと 

（イ） 受付事務は、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

（３）提出書類 

（ア） 小論文 

      次のテーマにそった小論文を、８００字以内で作成のこと（パソコン、ワープロで原稿作成の場合は、Ａ４

版縦長の用紙に横書き、１４ポイント程度の活字を用い、２８字×３０行程度の間隔で作成のこと 

（手書きの場合は、市販の原稿用紙により作成のこと）。 



 

テーマ 「（自分の興味のある）パフォーミングアーツに関し、経験してきたこと、若しくは、経験したいこと」 

 

（イ） これまでの活動や実績を示す資料 

○ 他の美術館、博物館等での勤務歴、活動等がある場合は、そこでの主な業績や活動実績等を

示すもの 

○ 大学等で美術教育等を受けた場合は、卒業論文、創作作品等、そこでの主な研究実績、習得

内容や活動内容等を示すもの 

○ 劇団等での勤務歴や俳優歴、各種芸術活動歴等がある場合は、そこでの主な活動実績等を示

すもの 

○ 以上の資料は、既存資料のコピー（写し）や写真による。ただし、卒業論文等については要約版

で、創作作品等については写真の添付でかまわない。適当な既存資料がない場合は、要約版と

して、Ａ４版縦長の用紙に横書きで１～２枚程度に整理し、提出のこと。 

 

（ウ） 履歴書 

書式は市販のものでかまわない（ただし、次の事項は必ず記入のこと）。また、顔写真（最近撮影のも

の）を貼付のこと。 

○ 氏名、生年月日、性別、住所、家族構成、学歴（中学校以上を年代順に記入）、職歴、資格・

免許及び賞罰 

○ 連絡先の住所、郵便番号及び電話番号（採否連絡等に用いるので正確に。携帯電話など連絡

が容易につく番号があれば、付記のこと） 

 

６ 選 考 

（１）第１次選考（書類選考） 

   （ア） 提出された小論文、これまでの活動や実績を示す資料及び履歴書（上記５（３）の（ア）～（ウ）記載の

各書類）に基づき、書面審査を行う。 

   （イ） この結果は、合格者本人に、３月 18 日（火）中に通知（電話連絡）する。 

 

（２）第２次選考（面接試験） 

   （ア） 第１次選考の合格者を対象に面接試験を行う。 

   （イ） 実施日時は個別に連絡。会場は青森県立美術館の予定。 

   （ウ） 第２次選考（面接試験）の合格者には、３月 26 日（水）までに通知（電話連絡）する。 

 

７ 合格から採用まで 

（１） 上記６のとおり、合格者には、青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会（仮称）事務局か

ら直接、その旨を通知する。 

（２） 合格者は、原則として採用までの間に、次の書類の提出のこと。 

○ 身元証明書 （本籍地の市町村役場が発行する禁治産者及び準禁治産者でないことを証明する

書類） 

○ 健康診断書 （過去半年内に保健所や国公立病院等で受けたもの） 

（３） 上記（２）の書類を確認の上、正式に嘱託員として採用する。 

 

８ 成績の開示 

  募集結果（得点及び順位）については、青森県個人情報保護条例に基づき応募者本人が口頭で開示を請

求することができる。開示請求をしようとする場合は、応募者本人であることを証明するために必要な書類等

（運転免許証、旅券等）を持参のこと。電話、はがき等による開示請求はできない。 

 



請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

 応募者本人 

 

 

 得点及び順位 

 

 

 ４月１日～４月30日 

 土、日、祝日を除く日の午前９時か

ら午後４時まで。 

県立美術館内

事務室 

 

 

 
 


